
○ 佐 倉 市 立 児 童 セ ン タ ー 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 三 月 十 七 日 条 例 十 二 号 ） 

新 旧 
（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十

四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 佐 倉 市 立 児 童 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に つ

い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

第 一 条 こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十

四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 佐 倉 市 立 児 童 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に つ

い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 設 置 ） （ 設 置 ） 

第 二 条 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） の 趣 旨 に 基 づ き 、 児 童

に 健 全 な 遊 び を 与 え そ の 体 力 を 増 進 し 、 情 操 を 豊 か に す る こ と を 目 的 と し て

佐 倉 市 立 児 童 セ ン タ ー （ 以 下 「 児 童 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。 

第 二 条 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） の 趣 旨 に 基 づ き 、 児 童

に 健 全 な 遊 び を 与 え そ の 体 力 を 増 進 し 、 情 操 を 豊 か に す る こ と を 目 的 と し て

佐 倉 市 立 児 童 セ ン タ ー （ 以 下 「 児 童 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。 

（ 名 称 及 び 位 置 ） （ 名 称 及 び 位 置 ） 

第 三 条 児 童 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。 第 三 条 児 童 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。 

 名 称 位 置   名 称 位 置  

 佐 倉 市 立 志 津 児 童 セ ン タ ー 佐 倉 市 上 志 津 一 、 七 六 四 番 地 六   佐 倉 市 立 志 津 児 童 セ ン タ ー 佐 倉 市 上 志 津 一 、 七 六 四 番 地 六  

 佐 倉 市 立 佐 倉 老 幼 の 館 佐 倉 市 弥 勒 町 二 二 九 番 地 二   佐 倉 市 立 佐 倉 老 幼 の 館 佐 倉 市 弥 勒 町 二 二 九 番 地 二  

 佐 倉 市 立 臼 井 老 幼 の 館 佐 倉 市 王 子 台 六 丁 目 二 五 番 地 一   佐 倉 市 立 臼 井 老 幼 の 館 佐 倉 市 王 子 台 六 丁 目 二 五 番 地 一  

 佐 倉 市 立 北 志 津 児 童 セ ン タ ー 佐 倉 市 井 野 七 九 四 番 地 一   佐 倉 市 立 北 志 津 児 童 セ ン タ ー 佐 倉 市 井 野 七 九 四 番 地 一  

 佐 倉 市 立 南 部 児 童 セ ン タ ー 佐 倉 市 大 篠 塚 一 、 五 八 七 番 地   佐 倉 市 立 南 部 児 童 セ ン タ ー 佐 倉 市 大 篠 塚 一 、 五 八 七 番 地  

（ 業 務 ）  

第 四 条 児 童 セ ン タ ー の 業 務 は 、 次 の と お り と す る 。 

 一 子 育 て 支 援 に 関 す る こ と 。 

二 運 動 又 は 遊 び を 通 し た 児 童 の 体 力 増 進 に 関 す る こ と 。 

三 児 童 の 健 全 育 成 に 関 す る こ と 。 

四 図 書 の 閲 覧 及 び 貸 出 し に 関 す る こ と 。 

五 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 業 務 

 

（ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ）  

第 五 条 市 長 は 、 児 童 セ ン タ ー の 設 置 の 目 的 を 効 果 的 に 達 成 す る た め 、 地 方 自 治

法 第 二 百 四 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 法 人 そ の 他 の 団 体 で あ つ て 市 長 が

指 定 す る も の （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） に 児 童 セ ン タ ー の 管 理 を 行 わ せ

る も の と す る 。 

 

（ 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 ）  



第 六 条 指 定 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と す る 。 
一 児 童 セ ン タ ー の 施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。 

二 第 四 条 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 業 務 の 実 施 に 関 す る こ と 。 

三 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 業 務 

 
（ 開 所 時 間 ）  

第 七 条 児 童 セ ン タ ー の 開 所 時 間 は 、 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で と す る 。 た だ し 、

指 定 管 理 者 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 市 長 の 承 認 を 得 て 、 そ の 時 間

を 変 更 す る こ と が で き る 。 

 

（ 休 所 日 ）  

第 八 条 児 童 セ ン タ ー の 休 所 日 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 指 定 管 理 者 は 、

特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 市 長 の 承 認 を 得 て 、 こ れ を 変 更 し 、 又 は 臨 時

に 休 所 日 を 設 け る こ と が で き る 。 

 一 月 曜 日 

 二 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休

日 

 三 一 月 二 日 、 同 月 三 日 及 び 十 二 月 二 十 九 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で 

 

（ 利 用 者 の 範 囲 ） （ 利 用 者 の 資 格 ） 

第 九 条 児 童 セ ン タ ー を 利 用 で き る 者 は 、 次 の と お り と す る 。 第 四 条 児 童 セ ン タ ー を 利 用 で き る 者 は 、 佐 倉 市 に 住 所 を 有 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 者 と す る 。 

一 市 内 に 在 住 し て い る 十 八 歳 未 満 の 児 童 及 び 当 該 児 童 の 保 護 者 。 た だ し 、 小

学 校 就 学 前 の 乳 幼 児 に あ つ て は 、 保 護 者 等 の 付 添 い を 必 要 と す る 。 

一 お お む ね 三 歳 以 上 の 幼 児 又 は 小 学 校 一 年 か ら 六 年 ま で の 学 童 。 た だ し 、 小

学 校 就 学 前 の 幼 児 に あ つ て は 、 付 添 者 を 必 要 と す る 。 

二 そ の 他 指 定 管 理 者 が 認 め る 者 二 そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め た 者 

 （ 使 用 の 許 可 ） 

 第 五 条 児 童 セ ン タ ー を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 市 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら

な い 。 

（ 利 用 の 制 限 ） （ 使 用 の 制 限 等 ） 

第 十 条 指 定 管 理 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 児 童 セ ン タ ー の

利 用 を 拒 み 、 又 は 退 所 さ せ る こ と が で き る 

一 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 を 乱 す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。 

二 施 設 又 は 設 備 を 損 傷 し 、 又 は 滅 失 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。 

三 感 染 症 が あ る と 疑 わ れ る と き 。 

四 児 童 セ ン タ ー の 管 理 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る と き 。 

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 指 定 管 理 者 が 利 用 を 不 適 当 と 認 め る と き 。 

第 六 条 市 長 は 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 児 童 セ ン タ ー の 使 用 許 可 を 取

消 し 、 又 は 許 可 を し な い こ と が で き る 。 

一 伝 染 性 疾 患 が あ る と 疑 わ れ る 者 

二 こ の 条 例 及 び こ の 条 例 に 基 づ く 規 則 等 に 違 反 し た と き 。 

三 そ の 他 児 童 セ ン タ ー の 管 理 運 営 上 支 障 が あ る と 認 め た と き 。 

 

（ 物 品 販 売 等 の 許 可 ）  



第 十 一 条 児 童 セ ン タ ー に お い て 次 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す る 者 は 、 市 長 の 許

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 
一 物 品 の 販 売 そ の 他 こ れ に 類 す る 行 為 

二 寄 附 の 募 集 

三 広 告 物 の 掲 示 及 び 配 布 

四 そ の 他 前 三 号 に 掲 げ る も の に 類 す る 行 為 

２ 市 長 は 、 前 項 の 許 可 に 児 童 セ ン タ ー の 管 理 上 必 要 な 条 件 を 付 す る こ と が で き

る 。 

３ 市 長 は 、 前 条 第 一 号 、 第 二 号 若 し く は 第 四 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き 又 は

市 長 が 行 為 を 不 適 当 と 認 め る と き は 、 行 為 を 許 可 し な い 。 

４ 第 一 項 の 許 可 は 、 市 長 が 特 に 認 め る 場 合 は 、 指 定 管 理 者 に こ れ を 行 わ せ る こ

と が で き る 。 

５ 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 が 第 一 項 の 許 可 を す る 場 合 は 、 第 二 項 及 び 第 三

項 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 市 長 」 と あ る の は 、 「 指 定 管 理 者 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

 
（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ） 

第 十 二 条 児 童 セ ン タ ー の 使 用 料 は 、 無 料 と す る 。 第 七 条 児 童 セ ン タ ー の 使 用 料 は 、 無 料 と す る 。 

（ 損 害 賠 償 の 義 務 ）  

第 十 三 条 利 用 者 は 、 児 童 セ ン タ ー の 施 設 又 は 設 備 を 損 傷 し 、 又 は 滅 失 し た と

き は 、 こ れ に よ つ て 生 じ た 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 委 任 ） （ 委 任 ） 

第 十 四 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。 第 八 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 は 規 則 で 定 め る 。 

  

   附 則 （ 平 成  年 月  日 条 例 第  号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

  

 


